農業者・漁業者物価高騰対策助成金支給要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、燃料及び資材等の物価高騰による影響を受け、経営に多大な影響が生じている農業者・漁業者に対し、経営的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で農業者・漁業者物価高騰対策助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）　農業者　農業による収入等を有する個人事業主及び法人並びに新規就業者をいう。
（２）　漁業者　漁業による収入等を有する個人事業主及び法人並びに新規就業者をいう。
（３）　新規就業者　令和７年１月１日から令和７年１２月３１日までの間に新たに農業・漁業に就業した個人事業主及び法人をいう。
（４）　農業収入等　令和６年分の確定申告又は令和7年度町民税・道民税申告における農業の事業収入をいう。
（支給対象者)
第３条　助成金の支給対象者は、次の各号に掲げる者とする。
（１）　農業者
（２）　漁業者
（支給要件）
第４条　支給対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
（１）　令和８年１月１日時点において農業又は漁業を営んでおり、今後も経営を継続する意思を有すること。
（２）　令和８年１月１日時点で余市町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和４２年法律第８１号)第５条の規定による住民基本台帳をいう。)に記録されている者又は余市町内に主たる事業所を有する法人であること。ただし、農業者であって、余市町内の耕地において農業を営んでいる者については、この限りでない。
（３）　余市町暴力団排除条例（平成２４年条例第１９号）第２条第１項第１号から第３号までに規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者に該当しないこと。
（助成金の額)
第５条　助成金の額は、１支給対象者につき５０，０００円とする。
２　助成金の支給は、支給対象者につき１回限りとする。ただし、余市町外に住所がある者で、所在する市町村で当該助成金と同様の助成金の支給を受けている者は対象外とする。
(助成金の申請手続)
第６条　助成金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める日までに申請するものとする。
１　農業者については、次に掲げる書類
（１）　農業者・漁業者物価高騰対策助成金支給申請書兼請求書（農業者用）（第１号様式）
（２）　第４条第２号本文に該当する農業者については、農業収入等の確認に必要な公簿の確認に関する同意
（３）　第４条第２号ただし書に該当する農業者については、農業収入等が確認できる書類の写し
（４）　新規就業者の場合は、農業委員会の発行する営農証明書または令和７年中の事業収入がわかる書類の写し
（５）　法人の場合は法人税確定申告書別表一の写し
（６）　振込指定口座の通帳の写し
（７）　前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
２　漁業者については、次に掲げる書類
（１）　農業者・漁業者物価高騰対策助成金支給申請書兼請求書（漁業者用）（第２号様式）
（２）　余市郡漁業協同組合による漁業者であることの証明
（３）　振込指定口座の通帳の写し
（４）　前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第７条　町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支給の可否を決定し、その決定の内容を当該申請を行った者に農業者・漁業者物価高騰対策助成金支給決定通知書（第３号様式）又は農業者・漁業者物価高騰対策助成金不支給決定通知書（第４号様式）により通知するものとする。
２　町長は、前項により助成金を支給すべきと決定したときは、当該決定を受けた支給対象者が指定する金融機関口座への口座振込の方法により助成金を支給するものとする。
(支給決定の取消し及び助成金の返還)
第８条　町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給の決定を受けた者に対しては、当該決定を取り消し、既に助成金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
２　前項の規定により助成金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第９条　町長が本事業の実施にあたり、ホームページやその他の方法により周知を行ったにもかかわらず、支給対象となる者から申請期限までに第６条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が助成金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
２　町長が第７条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(報告及び調査)
第１０条　町長は、助成金の支給に関する事務を適正に実施するため必要と認めるときは、助成金の支給を受けた者に対し、関係する書類の提出を求め、又は町職員に調査を行わせる（以下これらを「調査等」という。）ことができるものとする。
２　助成金の支給を受けた者は、特別な事情がある場合を除き、前項の調査等に協力しなければならない。
（補則）
第１１条　この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
１　この要綱は、令和８年２月２日から施行する。
(要綱の失効)
２　この要綱は、令和８年９月３０日限り、その効力を失う。


